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本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）
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会計名 歳入・歳出
予算額

歳入 歳出
収入済額 収入率 支出済額 支出率

国民健康保険 125億1,816万円 121億1,330万円 96.8% 117億 83万円 93.5%
後期高齢者医療 14億2,717万円 13億5,721万円 95.1% 13億3,929万円 93.8%
介護保険 94億1,069万円 87億7,129万円 93.2% 74億4,764万円 79.1%
温泉事業 8,358万円 7,094万円 84.9% 5,367万円 64.2%
墓地事業 979万円 1,227万円 125.3% 354万円 36.2%

産業団地造成事業 4億9,322万円 4億9,322万円 100.0% 4億 33万円 81.2%

○特別会計の執行状況

令和5年3月31日現在の令和4年度財政状況をお知らせします。財政状況は、市の歳入と歳出の執行状況を
表したものです。令和4年度の決算状況は、広報なすしおばら12月号でお知らせする予定です。

▶問い合わせ
〈一般会計・特別会計に関すること〉
本財政課　☎0287(62)7118
〈公営企業会計に関すること〉
西管理課　☎0287(37)5145

繰越金

地方譲与税
および各種

交付金

その他
予算額
収入済額

(　) 内は収入率

民生費

総務費

公債費

衛生費

教育費

土木費

商工費

消防費

農林水
産業費

その他

188億8,588万円

予算額
支出済額

(　) 内は支出率

市税

国庫支出金

地方交付税

諸収入

県支出金

市債

※1　分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄付金、繰入金

※2　議会費、労働費、災害復旧費、諸支出金、予備費

※1

※2

189億3,888万円(100.3%)

113億6,616万円
90億2,041万円(79.4%)

64億8,722万円
66億1,125万円(101.9%)

42億 365万円
42億 365万円(100.0%)

48億1,509万円
39億6,681万円(82.4%)

20億8,456万円
23億 543万円(110.6%)

25億 60万円
  8億7,200万円(34.9%)

40億5,904万円
39億3,544万円(97.0%)

50億1,643万円
22億6,453万円(45.1%)

203億3,170万円
180億1,434万円(88.6%)

98億1,823万円
67億6,513万円(68.9%)

58億7,708万円
47億5,112万円(80.8%)

43億2,465万円
43億2,306万円(100.0%)

77億1,028万円
39億 75万円(50.6%)

37億8,810万円
29億7,609万円(78.6%)

24億 744万円
21億4,757万円(89.2%)

19億 59万円
18億4,139万円(96.9%)

28億6,683万円
15億2,686万円(53.3%)

  3億9,373万円
  3億3,237万円(84.4%)

○一般会計の執行状況
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594億1,863万円 594億1,863万円予算額 予算額歳
出（収入率　87．7％） （支出率　78．4％）

建物を解体する場合は、市への届け出が必要です。
各届出書は提出先窓口で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。 建
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上下水道の休廃止やそれに伴う給水装
置の改造・撤去、浄化槽の撤去などの
手続きは、事前に西管理課に確認して
ください。
▶問い合わせ
　西管理課　☎0287（37）5213

上下水道の手続きも確認を廃棄物は適正に処分しましょう

建物の中にある不要な家電、家具などを放
置した場合、解体工事業者とのトラブルの
原因になります。種別に応じた許可業者に
依頼して、適正に処分を行ってください。
▶問い合わせ
　本廃棄物対策課　☎0287（62）7301

①解体前の届け出 ▶提出・問い合わせ　 建築指導課　☎0287（62）7169

建築基準法の除却届

建て替えを伴わない解体工事を行う場合で、工事部分
が10平方メートルを超える場合は、建築基準法に基
づき、工事着手前に建築物除却届の提出が必要です。
※�届け出は、施工業者が行います。

建設リサイクル法の届け出
床面積の合計が80平方メートル以上の建物を解体す
る場合など、建設リサイクル法の対象工事となる場合
は、工事着手の7日前までに届出書の提出が必要です。

詳しくはこちら

危険な危険な空き家を解体するための補助制度

▶�対象　特定空き家等を解体する所有者
▶�条件
　�補助金交付決定通知書を受領後、市内業者を利用
して特定空き家等の全部を解体・撤去すること
▶�補助額　対象経費の2分の1（上限50万円）
※居住誘導区域内は上限70万円。
▶�その他　事前に「特定空き家等事前調査申込書」の
提出が必要です。詳細は、本都市整備課に問い合
わせるか、市ホームページを確認してください

そのまま放置すると倒壊などの危険がある空き家（特定空き家等）を解体するための費用の一部を市が補
助します。

詳しくはこちら

②解体後の届け出

家屋滅失届

固定資産税に関わるため、解体後は次のとおり届け出をしてください。
届け出がない場合、解体した家屋に課税される原因になります。
▶�登記建物　　法務局に滅失登記を申請
▶��未登記建物　市に家屋滅失届を提出
※届け出には、滅失日を確認できる書類が必要になる場合があります。
▶�提出先　 課税課、西総務税務課、塩総務福祉課、箒根出張所

▶問い合わせ　� 課税課　☎0287（62）7366

詳しくはこちら

詳しくはこちら

▶�申し込み・問い合わせ
　本都市整備課　☎0287（62）7162

令和3年度末残高 ① 333億5,706万円
　　4年度借入 ② 17億2,180万円
　　4年度元金償還 ③ 42億3,421万円
　　4年度末残高 ①＋②－③ 308億4,465万円

○一般会計の市債残高

上
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区分 予算額 収入・支出済額 収入・支出率
収益的
収支

収入 28億4,218万円 28億4,679万円 100.2%
支出 26億2,049万円 25億5,965万円 97.7%

資本的
収支

収入 4億2,587万円 3億4,514万円 81.0%
支出 13億3,412万円 11億5,813万円 86.8%

下
水
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区分 予算額 収入・支出済額 収入・支出率
収益的
収支

収入 31億1,871万円 31億1,264万円 99.8%
支出 27億9,270万円 27億 132万円 96.7%

資本的
収支

収入 9億9,336万円 7億2,414万円 72.9%
支出 20億6,682万円 17億7,506万円 85.9%

○公営企業会計の経理状況

特定空き家等の例特定空き家等の例

※②は出納整理期間中に借り入れる額を含みます。

特定空き家等を放置し、勧告などの行政処分
がされると固定資産税の特例適用外となり、
固定資産税が高くなる可能性があります


